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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 第２回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第４日） 

                             令和２年６月24日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第４号） 

                        令和２年６月24日 午前10時00分開議 

 日程第１ 請願・陳情について 

 日程第２ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「令和２年度由布市一般会計補

正予算（第２号）」 

 日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「令和２年度由布市一般会計補

正予算（第３号）」 

 日程第４ 議案第47号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第５ 議案第48号 由布市国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第49号 由布市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第50号 由布市介護保険条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第51号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議

について 

 日程第９ 議案第52号 令和２年度由布市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議案第53号 令和２年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第54号 令和２年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 決算特別委員会の設置 

 追加日程 

 日程第１ 議案第55号 令和２年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第２ 発議第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

 日程第３ 発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 

 日程第４ 閉会中の継続審査・調査申出所 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 請願・陳情について 

 日程第２ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて「令和２年度由布市一般会計補

正予算（第２号）」 

 日程第３ 承認第６号 専決処分の承認を求めることについて「令和２年度由布市一般会計補
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正予算（第３号）」 

 日程第４ 議案第47号 由布市使用料及び手数料条例の一部改正について 

 日程第５ 議案第48号 由布市国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第６ 議案第49号 由布市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第50号 由布市介護保険条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第51号 大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関する協議

について 

 日程第９ 議案第52号 令和２年度由布市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第10 議案第53号 令和２年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第54号 令和２年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 決算特別委員会の設置 

 追加日程 

 日程第１ 議案第55号 令和２年度由布市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第２ 発議第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

 日程第３ 発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 

 日程第４ 閉会中の継続審査・調査申出所 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 佐藤 孝昭君        ２番 髙田 龍也君 

３番 坂本 光広君        ４番 吉村 益則君 

５番 田中 廣幸君        ６番 加藤 裕三君 

７番 平松惠美男君        ８番 太田洋一郎君 

９番 加藤 幸雄君        10番 鷲野 弘一君 

11番 長谷川建策君        12番 佐藤 郁夫君 

13番 渕野けさ子君        14番 田中真理子君 

15番 工藤 安雄君        16番 甲斐 裕一君 

17番 佐藤 人已君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（３名） 

────────────────────────────── 
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事務局出席職員職氏名 

局長 馬見塚量治君        書記 一野 英実君 

書記 生野 洋平君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 小石 英毅君 

教育長 …………………… 加藤 淳一君   総務課長 ………………… 一尾 和史君 

財政課長 ………………… 庄  忠義君   総合政策課長 …………… 佐藤 正秋君 

会計管理者 ……………… 衛藤 哲男君   建設課長 ………………… 佐藤  洋君 

商工観光課長 …………… 衛藤 欣哉君                       

福祉事務所長兼福祉課長 ……………………………………………………… 馬見塚美由紀君 

挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 佐藤 公教君 

庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 大野 利武君 

湯布院振興局長兼地域振興課長 ………………………………………………… 衛藤 浩文君 

教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 生野 浩一君 

消防長 …………………… 近藤  健君                       

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（佐藤 人已君）  皆さん、おはようございます。 

 前日に引き続きまして、全員のマスクの着用をお願いいたします。なお、暑くなった場合は、

上着を脱いでも結構でございます。 

 今期定例会も、本日が最終日でございます。議員及び執行部各位には、委員会審査等でお疲れ

のことと存じますが、最後までよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１７人です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第４号により行います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 人已君）  まず、日程第１、請願・陳情についてを議題とします。 

 本定例会において付託いたしました請願２件並びに継続審査となっていました請願１件、陳情

１件について、各常任委員長に審査の経過と結果について報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、長谷川建策君。 
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○総務常任委員長（長谷川建策君）  皆さん、おはようございます。総務常任委員会委員長の長谷

川でございます。 

 請願、陳情審査を御報告いたします。 

 本委員会に付託の請願、陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規

則第１４３条第１項の規定により報告をいたします。 

 日時、令和２年６月１８日木曜日、審査、まとめ。場所、本庁舎新館３階第１委員会室。出席

者、記載のとおりです。書記、議会事務局。 

 まず、受理番号３、件名、地方財政の充実・強化を求める意見書採択について。令和２年５月

２８日、受理年月日。 

 委員会の意見。本請願は、地方自治体では、子育て支援、医療・介護などの社会保障、被災地

の復興、環境対策、地域交通の維持など果たす役割は拡大する中で、近年多発している大規模災

害に対する防災・減災事業の実施や、新型コロナウイルス感染症対策など緊急を要する課題に直

面しており、これに見合う地方財政の確立の必要性を求めている。 

 このことから、政府に対して、２０２１年度の政府予算、地方財政の検討に当たっては、歳入

歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう国の関係機関へ意見書の提出を求めるもの

である。 

 慎重審査の結果、全員一致で採択すべきと決定しました。 

 審査結果、採択すべきと決定。 

 陳情受理番号８、受理年月日、平成２９年１１月２７日、件名、私たちは、市に対して、本件

土地の売買契約書中の契約解除条項を誠実に履行することを求めます。 

 委員会の意見。平成２９年第４回定例会において、継続審査となったものである。 

 塚原全共跡地での太陽光発電施設事業計画において、由布市が、湯布院塚原プロパティー合同

会社との間で締結した土地売買契約書の中の契約解除条項を誠実に履行することを求めるもので

ある。 

 委員から、さらに審査を要すると意見が出されました。 

 慎重に審査した結果、継続審査とすべきと決定。 

 審査結果、継続審査。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、教育民生常任委員長、渕野けさ子さん。 

○教育民生常任委員長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。教育民生常任委員会委員

長、渕野けさ子。 

 請願審査報告書。 



- 111 - 

 本委員会に付託の請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１４３条第１項の規定により報告します。 

 日時、令和２年６月１８日木曜日。場所、本庁舎新館３階第２委員会室。出席者は、委員全員

でございます。書記は、議会事務局です。 

 裏面にいきます。 

 請願受理番号４、受理年月日、令和２年６月１日、件名、義務教育費国庫負担制度の堅持を求

める請願。 

 委員会の意見。憲法の保障する義務教育費無償制度の下、義務教育費国庫負担制度を堅持する

よう国の関係機関へ意見書を提出するよう求めるもの。 

 例年、同趣旨の請願を意見書として提出しています。自治体が安定的に教職員を配置するため

には、国段階での国庫負担に裏づけされた定数改善計画が必要と思われます。義務教育費無償の

維持、継続のためには、国として財源負担を求めることが必要と考えます。 

 請願の趣旨を十分に審査した結果、全員一致で採択すべきと決定しました。 

 審査結果、採択すべきと決定。 

 以上、報告終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、産業建設常任委員長、太田洋一郎君。 

○産業建設常任委員長（太田洋一郎君）  おはようございます。産業建設常任委員会委員長、太田

です。 

 請願審査報告をさせていただきます。 

 本委員会に付託の請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１４３条第１項の規定により報告いたします。 

 日時、令和２年６月１８日木曜日。場所、本庁舎新館３階第３委員会室。出席者は記載のとお

りでございます。書記、議会事務局。 

 受理番号８、受理年月日、令和２年２月１８日、件名、市道認定に関する請願について。 

 本請願は、由布市湯布院町川南５４７番地２付近から川南５９１番地１付近の里道の市道編入

を求めるもの。 

 当委員会として、建設課の市道認定基準の適合基準を満たさない項目が多いため、基準に該当

するよう再度地元で協議、調整を行い、条件を整えていただきたい。また、請願の目的である路

面等の修復は、市認定外道路整備要綱を利活用してほしいとの意見が出た。 

 慎重審査の結果、原案不採択すべきと決定した。 

 審査結果、不採択となりました。 

 以上、報告を終わります。 
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○議長（佐藤 人已君）  以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

 これより、審議に入ります。 

 なお、委員長報告に対する質疑については、審査の経過と結果に対する疑義にとどめることを

お願いしておきます。 

 まず、陳情受理番号８、私たちは、市に対して、本件土地の売買契約書中の契約解除条項を誠

実に履行することを求めますは継続審査となっています。 

 次に、請願受理番号３、地方財政の充実・強化を求める意見書採択についてを議題として質疑

を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、請願受理番号３の請願について採決します。 

 この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、請願受理番号３の請願については、委員長報告

のとおり採択されました。 

 次に、請願受理番号４、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願を議題として質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、請願受理番号４の請願について採決します。 

 この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は、委員長報告のとおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、請願受理番号４の請願について、委員長報告の

とおり採択されました。 
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 次に、請願受理番号８、市道認定に関する請願についてを議題として質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 この請願に対する委員長報告は不採択です。よって、原案について採決します。 

 この請願は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員１６名中起立３名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立少数です。よって、受理番号８の請願は、不採択とすることに決定

しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第２、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて、

令和２年度由布市一般会計補正予算（第２号）から、日程第１１、議案第５４号、令和２年度由

布市介護保険特別会計補正予算（第１号）までの１０件を一括議題とします。 

 付託しております各議題について、各常任委員長にそれぞれの審査に係る経過と結果について

報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、長谷川建策君。 

○総務常任委員長（長谷川建策君）  総務常任委員長の長谷川です。委員会の審査報告をいたしま

す。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 日時、令和２年６月１８日木曜日、議案審査、まとめ。場所、本庁舎新館３階第１委員会室。

出席者、記載のとおりです。担当課、総務課をはじめ、記載のとおりです。書記、議会事務局。 

 まず、承認第６号、審査結果、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度由布市一般

会計補正予算（第３号）について。 

 経過及び理由。本件は、歳入歳出予算に、それぞれ７,８６４万１,０００円を追加し、予算の

総額を２２９億４,８８１万６,０００円としたことへの承認を求めるもの。 

 当委員会に係るものとしては、災害時の避難所感染防止対策として、避難所用テント１００張

りと非接触型体温計３０個の購入等に緊急を要したことから、地方自治法第１７９条第１項の規
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定により、令和２年５月２６日付で専決処分を行ったものである。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案承認すべきと決定した。 

 議案第４７号、件名、由布市使用料及び手数料条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化、及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する法律等の一部を改正する法律の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行うもの。併

せて、行政財産の目的外使用において徴収する使用料の金額について算定の見直しを行ったこと

により条例の改正を行うものである。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 議案第５１号、件名、大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供用させることに関する協議

について。 

 経過及び理由。本議案は、現在、由布市を含む７市１町で形成された「大分都市広域圏」にお

いて、圏域内の体育・文化施設の相互利用を図り、住民の利便性向上につなげていくため、「公

共施設案内・予約システム」の共同利用を行っているが、新たに大分市の公の施設「のつはる天

空広場」を由布市の住民の利用に供させるため、地方自治法第２４４条の３第２項に基づく協議

について議会の議決を求めるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 議案第５２号、件名、令和２年度由布市一般会計補正予算（第４号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出にそれぞれ２億２,２５２万１,０００円を追加し、予

算総額を２３１億７,１３３万７,０００円にするもの。 

 当委員会における主なものは、歳入では、国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対策地方創

生臨時交付金１億６,２００万７,０００円は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、

感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るため、緊急経済対策

の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じて、きめ細かに必要な事

業に実施できるよう国から交付されるものである。 

 委員会の意見として、本交付金を充当して実施が予定される各事業が、十分な検討の下、最大

限に効果を発揮できるように事業の推進、有効活用に努めていただけるようお願いする。 

 また、基金繰入金の財政調整基金は、前述の交付金を１億６,２００万７,０００円の計上によ

る収支の調整から、３,３６１万６,０００円を減額するものである。 

 次に、歳出については、全課が対象となっている給与管理費の増減は、人事異動による調整と

職員の給料カット分。 
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 ２款総務費のウェブ会議整備の９２万３,０００円は、庁舎内でウェブ会議ができるよう機械

等の購入により環境整備を行うもの。委員会の中で、今後、運用拡大に向けた調査研究を継続し

て行ってほしいとの意見が出された。 

 ９款消防費の消防指令システム共同負担金３９万３,０００円は、「消防の連携・協力」に対

する取組として、県内１４の消防本部による消防指令業務の共同運用の新施設・システム整備に

伴う委託費の由布市負担分。併せて令和６年度のシステム運用開始に向けた計画のスケジュール

について説明を受けた。説明の中で、課題として、特に１１９番通報に対する現場到着時間短縮

の取組が挙げられていたが、この件については、協議会の中で時間をかけて十分な協議を行うこ

とで、万全の体制を構築するように当委員会としても意見を付しました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、教育民生常任委員長、渕野けさ子さん。 

○教育民生常任委員長（渕野けさ子君）  教育民生常任委員会委員長、渕野けさ子。 

 委員会審査報告書。本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布

市議会会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 日時、令和２年６月１８日と１９日の２日間。場所は、本庁舎新館３階第２委員会室。出席者

は委員全員でございます。担当課は記載のとおりでございます。書記は議会事務局。 

 裏面をお開きください。 

 事件の番号、議案第４８号、由布市国民健康保険条例の一部改正について。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 経過及び理由、傷病手当の支給を行うため、条例の一部改正を行うもの。新型コロナウイルス

感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり、感染が疑われ会社を休んだ場合、傷病手当

として支給できる。支給については、時限的に実施するもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 事件の番号、議案第４９号、由布市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 経過及び理由。本条例は、大分県後期高齢者医療広域連合において、後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正が交付されたことに伴い、条例の改正を行う。 

 傷病手当の支給について定められたことから、由布市において行う事務に傷病手当の支給に関

わる申請書の受付を加えるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 
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 事件の番号、議案第５０号、由布市介護保険条例の一部改正について。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 経過及び理由。本条例は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった被保険者に

対して、介護保険料を減免するため、介護保険法第１４２条の規定により条例改正を行うことに

よるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 事件の番号、議案第５２号、令和２年度由布市一般会計補正予算（第４号）。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 経過及び理由。当委員会に係る補正予算で歳入の主なものは、１６款２項２目区分２児童福祉

費補助金４４２万６,０００円は、子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金、新型コロナウイル

ス緊急対策による全額国の補助金によるもの。 

 １６款２項７目区分１教育費補助金８,０４１万９,０００円のうち、教育支援体制整備事業費

補助金１５７万４,０００円は、幼児教育の質の向上のための緊急環境整備として、保健衛生用

品の購入補助として、全額国の補助金によるもの。 

 公立学校情報機器整備費補助金７,８９１万７,０００円は、機器購入、導入に伴う会計年度任

用職員に対するもの。 

 歳出の主なものは、３款２項１目児童福祉総務費区分１新型コロナウイルス緊急対策事業

４９７万円は、子育て世帯臨時特別給付金で公務員対象者の見込み数と実際の対象者数の相違に

よるもの。 

 １０款１項２目事務局費区分２、新型コロナウイルス緊急対策事業、ＧＩＧＡスクール１億

６,０７５万７,０００円は備品購入で、小中学校で一人１台のタブレット、情報端末を児童、生

徒に整備するもの。 

 １０款５項１目学校給食費区分１新型コロナウイルス緊急対策事業５０３万４,０００円は、

学校臨時休業対策費補助金で、調理業者へ令和２年３月から５月分のパン、米飯業者、牛乳納品

業者の支援によるもの。 

 ＧＩＧＡスクールにおいて、タブレット、情報端末の選定方法や家庭においての通信について

意見があり、選定について、現在使用中のものと同様であること、購入は県で共同調達するため、

選定されていること。家庭において通信を必要とする活用については、当面はしないが今後の課

題であるとの説明がありました。 

 慎重審査の結果、賛成多数で原案可決すべきと決定しました。 

 事件の番号、議案第５３号、令和２年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 
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 経過及び理由。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７３万４,０００円を追加し、総額

３９億７,７１１万５,０００円とするもの。 

 ２款６項１目傷病手当金７３万４,０００円の増額で、議案第４８号の傷病手当の支給に関わ

る費用額である。財源は、歳入の６款２項１目区分２特別交付金の国の特別調整交付金を充当す

るもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 事件の番号、議案第５４号、令和２年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 経過及び理由。本補正は、歳入３款２項国庫補助金２４１万６,０００円の増額。 

 ７款１項一般会計繰入金の２４１万６,０００円の減額で、システム改修費の国庫補助金を受

けることによる組替えをすることによるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案を可決すべきと決定しました。 

 慎重審査の上、御可決賜りますようによろしくお願いします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、産業建設常任委員長、太田洋一郎君。 

○産業建設常任委員長（太田洋一郎君）  委員会審査報告をいたします。 

 本委員会の付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時、令和２年６月１８日木曜。場所、本庁舎新館３階第３委員会室。出席者は記載のとおり

でございます。担当課は環境課、商工観光課、農林整備課、建設課でございます。書記、議会事

務局。 

 次面をお開きください。 

 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度由布市一般会計補正予算（第

２号）。 

 経過及び理由。当委員会の審査項目として、審査において、６款１項５目市営基盤整備事業費

６８０万円は、渕地区の農地等復旧事業の農道・水路土砂排除の応急対応費。 

 ８款２項１目道路維持事業費１,９９１万４,０００円は、市道瓜生田上々渕線等復旧事業の測

量、設計業務委託と応急復旧の工事費。 

 当委員会として、担当課より現地で説明を受けました。２次被害の防止と早期の復旧に努める

こと、そして、市の財政を軽減するように、その努力を求めるとの意見が出ました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 承認第６号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度由布市一般会計補正予算（第

３号）。 
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 経過及び理由。当委員会の審査項目として、歳出において新型コロナウイルス緊急対策事業と

して、７款１項２目商工振興費３,２００万円は、プレミアム商品券発行費、観光費４,３００万

円は、おもてなしクーポン券発行事業費補助金。 

 当委員会として、湯布院の現地を視察し、現状の把握を行いました。委員会として、プレミア

ム商品券発行時には、混乱が予想されるため、商工会としっかりと協議を行い、市民には周知の

徹底を図り、スムーズな販売を心がけていただきたい。その際、コロナ対策を十分に行い３密を

防ぐように意見を付しました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 議案第５２号、令和２年度由布市一般会計補正予算（第４号）。 

 経過及び理由。本補正予算の当委員会における主な審査項目として、歳出では、４款１項５目

環境施設維持管理事業費４４万４,０００円は、私有地埋設下排水管用地の測量調査委託料と不

動産鑑定評価委託料。 

 ６款１項５目市営基盤整備事業の５,４６０万円は、渕地区農地等復旧事業の工事請負費。 

 ６款２項１目鳥獣被害総合対策事業１４万１,０００円は、イノシシ被害防止対策事業補助金

における電気柵の単価増に伴うもの。 

 ７款１項２目地買地消推進事業５５０万円の減額は、プレミアム率の高い商品券事業への組替

えによる減額。 

 当委員会として、６款１項５目市営基盤整備事業の渕地区農地等復旧事業に関しては、土捨て

場の確保をする等、工事費の圧縮に努め、受益者負担が少なくなるように努力していただきたい。

加えて、地元の理解が得られるよう丁寧な対応を続けてもらいたい。また、これを機に新たな災

害の発生がないように、現地周辺の湧水等のチェック、そして、水路の維持管理等についても、

今後も細心の注意を払うことを指導するように意見を付しました。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定いたしました。 

 御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 人已君）  各委員長の報告が終わりました。 

 これより、審議に入りますが、委員長報告に対する質疑については、審査の経過と結果に対す

る疑義にとどめることを再度お願いしておきます。 

 まず、日程第２、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度由布市一般

会計補正予算（第２号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、承認第５号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は承認です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり承認されました。 

 次に、日程第３、承認第６号、専決処分の承認を求めることについて、令和２年度由布市一般

会計補正予算（第３号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、承認第６号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は承認です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり承認されました。 

 次に、日程第４、議案第４７号、由布市使用料及び手数料条例の一部改正についてを議題とし

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４７号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第４８号、由布市国民健康保険条例の一部改正についてを議題として質
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疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４８号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第４９号、由布市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議

題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４９号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第５０号、由布市介護保険条例の一部改正についてを議題として質疑を

行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５０号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の
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起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第５１号、大分市の公の施設を由布市の住民の利用に供させることに関

する協議についてを議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５１号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第９、議案第５２号、令和２年度由布市一般会計補正予算（第４号）を議題として

質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５２号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第５３号、令和２年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５３号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、議案第５４号、令和２年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）を

議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５４号を採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 以上で、承認２件及び議案８件に対する審議を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 人已君）  次に、日程第１２、決算特別委員会の設置を議題とします。 

 お諮りします。令和元年度決算認定の審査のため、委員会条例第６条の規定により、議長及び

議会選出の監査委員を除く１５人の委員で構成する決算特別委員会を設置することにいたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、１５人の委員をもって構成する決算特別

委員会を設置することに決定しました。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第８条第

１項の規定により、議長及び議会選出の監査委員を除く１５人の委員を指名します。 

 ここで暫時休憩します。 

午前10時46分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午前10時46分再開 

○議長（佐藤 人已君）  再開します。 

 休憩中に決算特別委員会委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手元に届いてい

ますので、報告いたします。 

 委員長に甲斐裕一君、副委員長に長谷川建策君、以上のとおり互選された旨報告がありました。 

 ここで暫時休憩します。 

午前10時47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時47分再開 

○議長（佐藤 人已君）  再開します。 

 お諮りします。ただいま市長より、議案１件並びに議員発議として発議２件、及び各委員会か

らの閉会中の継続審査・調査申出書が提出されております。 

 ついては、この４件を日程に追加し、議事日程第４号の追加として議題にいたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、この４件を追加日程第１から追加日程第

４として議題とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．議案第５５号 

追加日程第２．発議第１号 

追加日程第３．発議第２号 

○議長（佐藤 人已君）  まず、追加日程第１、議案第５５号、追加日程第２、発議第１号及び追

加日程第３、発議第２号を一括して上程します。提出者に提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第５５号について、市長。 

○市長（相馬 尊重君）  それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして、提案理由を

御説明いたします。 

 議案第５５号、令和２年度由布市一般会計補正予算（第５号）でございますが、先般６月

１５日に佐藤人已議長より、新型コロナウイルス感染症対策の財源として、議会費の既決予算の

一部を活用していただきたいとの旨の議員総意による申出がございました。その御意向を踏まえ

まして、歳出予算におきまして、５７１万８,０００円の議会費の減額と、その同額を財政調整

基金への積立金として計上させていただくものでございます。 
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 この御決断と思いを厳粛に受け止めると同時に、佐藤議長をはじめ議員各位に心からの敬意を

表し、感謝申し上げる次第でございます。 

 今後、この財源を感染症対策等に有効に活用させていただくとともに、引き続き議員皆様方の

御理解と御協力をいただきながら、市民の皆様の健康や暮らしを守り、また社会経済の再活性化

に向け全力で取り組んでまいりたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いをいたします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、発議第１号について、１１番、長谷川建策君。 

○議員（１１番 長谷川建策君）  発議第１号、地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 上記の意見書を別紙のとおり、由布市議会会議規則（平成１７年議会規則第１号）第１４条第

１項の規定により提出をいたします。令和２年６月２４日、由布市議会議長、佐藤人已殿。提出

者、長谷川建策。賛成者、由布市議会議員、鷲野弘一、同じく田中真理子、同じく加藤幸雄、同

じく平松惠美男。提案理由、地方財政の充実・強化を求めるため。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 今、地方自治体には、医療・介護などの社会保障への対応、子育て支援の充実、地域交通の維

持、確保など、より多く、またより複雑化した行政事業への対応が求められています。しかし、

現実に公共サービスを担う人材不足は深刻化しており、疲弊する職場実態にある中、新型コロナ

ウイルス感染症対策や近年多発している大規模災害、そのための防災・減災事業の実施など、緊

急な対応を要する課題に直面しています。このため、２０２１年度の政府予算と地方財政の検討

に当たっては、歳入歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう政府に以下の事項の実

現を求めます。１番だけ朗読します。 

 １、社会保障、感染症対策、防災、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。 

 以下、あと９項目あります。 

 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。令和２年６月２４日、由布市議

会議長、佐藤人已、内閣総理大臣、安倍晋三殿。 

 ほか記載のとおりでございます。意見書の申し述べをいたしました。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 人已君）  次に、発議第２号について、１３番、渕野けさ子さん。 

○議員（１３番 渕野けさ子君）  発議第２号、義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書。 

 上記の意見書を別紙のとおり、由布市議会会議規則第１４条第１項の規定により提出します。

令和２年６月２４日、由布市議会議長、佐藤人已殿。提出者、由布市議会議員、渕野けさ子。賛

成者、由布市議会議員、田中廣幸、佐藤郁夫、吉村益則、坂本光広、髙田龍也。提案理由、義務

教育費国庫負担制度を堅持するため。 

 裏面をお開きください。 
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 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書（案）。 

 学校現場では解決すべき課題が山積しており、子どもたちの豊かな学びを実現するための教材

研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっております。特に、小学校にお

いては、新学習指導要領の移行期間中であり、外国語教育実施のため、授業時数の調整など対応

に苦慮しています。豊かな学びの実現のためには、教職員定数改善などの施策が重要です。また、

学校現場においては、長時間労働是正に向けて、教職員の「働き方改革」が進められようとして

おります。中でも教職員定数改善は欠かせません。よって、国会及び政府におかれましては、地

方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができますよ

うに、下記措置を講じられるよう強く要請します。 

 記、一つ、計画的な教職員定数改善を推進すること。二つ、教育の機会均等と水準の維持、向

上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。３、少人数学級を推進するとともに、

複式学級を解消すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。令和２年６月２４日、大

分県由布市議会議長、佐藤人已、内閣総理大臣、安倍晋三殿、ほか内閣官房長官、文部科学大臣、

財務大臣、総務大臣。 

 以上でございます。どうぞ、御可決賜りますようにお願い申し上げます。 

○議長（佐藤 人已君）  以上で、議案１件及び発議２件の提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの追加議案１件及び発議２件については、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略し、全員による審議にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略し、全員による審議

とすることに決定しました。 

 まず、議案第５５号、令和２年度由布市一般会計補正予算（第５号）を議題として質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５５号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立

を求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 
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○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議第１号、地方財政の充実・強化を求める意見書を議題として質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、発議第１号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、発議第２号、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を議題として質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、発議第２号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

〔議員１６名中起立１６名〕 

○議長（佐藤 人已君）  起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第４．閉会中の継続審査・調査申出書 

○議長（佐藤 人已君）  次に、追加日程第４、閉会中の継続審査・調査申出書の件を議題としま

す。各常任委員会及び議会運営委員会の各委員長から、会議規則第１１１条の規定により、お手

元に配付しておりますように閉会中の継続審査・調査の申出があります。 

 お諮りします。各委員長からの申出のとおり閉会中の継続審査・調査とすることに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 人已君）  異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の
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継続審査・調査することに決定いたしました。 

 以上で、今期定例会に付議されました案件は、全て議了いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 人已君）  会議を閉じます。これで、令和２年第２回由布市議会定例会を閉会しま

す。ありがとうございました。 

午前11時01分閉会 

────────────────────────────── 
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